
ひろしま省エネ家電購⼊応援キャンペーン 交付申請等委任状 

ひろしま省エネ家電購⼊応援キャンペーン（「本キャンペーン」という）に係るポイント等（「本ポイント等」という）

の交付を受けるため、甲（本キャンペーンの参加店舗）に対して、⼄（本キャンペーンの申請者）は、本ポイント

等の交付申請等の⼀切の⼿続きを委任し、甲はこれを受任します。 

甲及び⼄は、ひろしま省エネ家電購⼊応援キャンペーン事務局に本委任状の提出により、上記の委任について

届け出を⾏います。なお、甲は受任にあたって本委任状の別紙「交付申請に係る同意事項」のすべての項⽬につ

いて⼄に説明し、⼄はこれに同意のうえ、⼀切異議は申し⽴てません。 

作成⽇ 令和  年  ⽉  ⽇ 

甲  受任者・⼿続代⾏者 ⼄  委任者・ポイント交付対象者 

店舗名  

⽒名                   印 ※１ 

住所 

〒 

広島県 

 担当者名 
 ※２  

※１ ⾃筆による署名の場合、押印は不要です 

※２ 参加店舗登録申請書に記載いただいた担当者様の⽒名を記載してください 

 

 

 

 

  

□ 甲 （受任者・⼿続代⾏者）は、以下のことを確認しました。 

□ ⼄ （委任者・ポイント交付対象者）は、以下のことを確認しました。 

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、本キャンペーンの申請書類を作成 

することは、行政書士法違反となりますのでご注意ください。 

 

 

 

 



 

交付申請に係る同意事項 
 

第１条（交付申請の委任） 本キャンペーンにおいて、対象製品を設

置し、ポイント等の交付を受けようとする者で、申請者として登録される

者（以下、「申請者」という。）は、ひろしま省エネ家電購⼊応援キャン

ペーン事務局（以下、「本事務局」という。）に登録された参加店舗

（以下「本参加店舗」という。）に対して、事務局所定の様式「交付

申請等委任状」（以下、「委任状」という。）により本キャンペーンに係

るポイント等の交付申請等の⼀切の⼿続きについて委任を⾏う。 2 申

請者は、委任状により本参加店舗に本キャンペーンに係るポイント等の

交付申請等を委任した後、同⼀の対象機器に対する交付申請につい

て、次項の定めに従い当該委任を解除する以前において、他の者に重

複して、本キャンペーンに係るポイント等の交付申請等を委任することは

できない。 3 申請者は、委任状に基づく本参加店舗に対する委任の

解除を⾏う場合、書⾯（⾃由様式）に両者の署名（⾃著）⼜は記

名、押印により合意を締結するものとする。本事務局は、必要に応じて、

当該書⾯の提出を求めることがある。 

第２条（要件等の確認） 申請者は、本同意事項並びに本事務局

が定める本キャンペーンの利⽤規約（以下、「利⽤規約」という。）を

全て確認し、了承しなければならない。また、申請者はポイント等交付

の要件である「うちエコ診断 WEB サービス」の受診及び申請時に⾏わ

れるアンケートへの回答に同意するものとする。 

第３条（交付申請の制限） 申請者は、以下の（イ）及び（ロ）の

いずれかに該当する場合には、本キャンペーンのポイント等交付申請を

することができない。申請者が以下の（イ）及び（ロ）のいずれかに該

当する場合、本参加店舗に申告しなければならない。 （イ) 暴⼒団

若しくは暴⼒団員である者、⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員と不適切な

関係にある者 （ロ) 本事務局が指定する交付申請に必要な提出書

類を準備し、本参加店舗に提供できない者 

第４条（交付申請等） 申請者は、ポイント等の交付申請等の⼿続

きについて、本参加店舗に協⼒しなければならない。 2 本事務局は、

本参加店舗により提出された交付申請に不備等が含まれていた場合、

本参加店舗に対して期限を付して、確認と訂正を求める場合があり、

本参加店舗が当該期限までに確認、訂正を⾏わない場合、本事務局

は当該交付申請を却下することができる。当該却下にあたって、本事務

局は申請者に対して通知する義務を負わず、却下された交付申請にポ

イント等を交付する義務を負わない。 

第５条（留意と義務） 申請者は、ポイント等の交付申請にあたり、

以下（イ）から（ハ）に掲げる留意事項及び義務についてよく確認し、

遵守する。 （イ) ポイント等の交付申請が正しく提出されるまでに、本

キャンペーンの予算が終了した場合、ポイント等の交付を受けられないこ

と （ロ) 本キャンペーンの利⽤規約に反する疑いがある場合に、申請

者は、県及び本事務局（以下、「本事務局等」という。）が⾏う調査

及び確認（現地確認を含む。）に応じなければならない。 （ハ) 本

参加店舗が、不正、虚偽によりポイント等の交付申請を⾏い、⼜は⾏

おうとしていることを知ったときは、速やかに本事務局等に報告を⾏わな

ければならない。 

第６条（交付決定とポイント等の交付の通知） 本事務局は、提出

されたポイント等の交付申請が交付の要件を満たすことを確認したとき

は、当該交付申請に対して交付決定を⾏い、申請者と本参加店舗に

対してそれぞれ通知する。 

第７条（禁⽌事項） 申請者は、以下（イ）〜（ホ）に該当する

⾏為を⾏い、⼜は⾏おうとしてはいけない。 （イ) 不正、虚偽によりポ

イント等の交付を受け、⼜はポイント等の交付申請をすること （ロ) 本

同意事項、利⽤規約の規定に反すること （ハ) 本事務局等に対する

債権を、第三者に譲渡し、若しくは移転し、⼜は担保に供すること 

（ニ) 本事務局等に対する⼀切の権利及び義務並びに交付申請に

より⽣じる本事務局との間の契約上の地位について、本事務局の同意

なしに第三者に対して譲渡し、若しくは移転し、⼜は担保に供すること 

（ホ) その他、本事務局等が本キャンペーンの趣旨に反すると判断する

⾏為、⼜は本事務局等との信頼関係を損なう⼀切の⾏為 

第８条（免責） 本事務局等は、本事業に関して、申請者に⽣じた

あらゆる損失等について、⼀切の責任及び義務を負わない。ただし、本

事務局等の故意⼜は重過失によるものである場合には、本事務局等

は、当該申請者に直接かつ現実に⽣じた損害に限り、責任を負うもの

とする。 ２．本事務局等は、本事業に関して、申請者と本参加店舗

⼜は第三者との間に⽣じた紛争やあらゆる損失等について、⼀切の責

任及び義務を負わない。 

 


